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京田辺市農業委員会総会議事録 

 

１.開催日時 令和２年９月７日（月）午後３時から３時３２分 

２.開催場所 ３０５会議室 

３.出席委員（２５人） 

   会長       ２５番  喜多義治 

   会長職務代理者  ２４番  澤田康夫 

             １番  守本和廣 

             ２番  前川義一 

             ３番  藤田俊郎 

             ４番  森 岳人 

             ５番  水山裕司 

             ６番  徳田和彦 

             ７番  石坂 清 

             ８番  中川利一 

             ９番  正田文敏 

            １０番  山下明子 

            １１番  川端美惠 

            １２番  小泉辰夫 

            １３番  田中和雄 

            １４番  堀江幸和 

            １５番  森田三彦 

            １６番  香村侃彦 

            １７番  下村茂樹 

            １８番  北尾淸晴 

            １９番  奥西和子 

            ２０番  山﨑安喜男 

            ２１番  米田五司 

            ２２番  上村孝男 

            ２３番  山本邦彦 
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４.欠席委員（０人） 

 

５.議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 報告第１号 農地法第１８条の規定による通知について 

     報告第２号 使用貸借権の解約による通知について 

     報告第３号 農地法第３条の３の規定による届出について 

     報告第４号 専決処分による報告（農地法第５条の規定による届出につい

て） 

     第１号議案 農地法第３条の規定による許可について 

     第２号議案 農地法第５条の規定による許可について 

     第３号議案 地目変更の届出について 

  第３ その他 

 

６.農業委員会事務局職員 

   局長   古川 義男 

   主任   寒川 悠也 
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７.会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

１０番 

 皆さん、改めましてこんにちは。 

 大変暑い中、農業委員会総会にご案内いたしましたところ、繰り合わ

せご出席いただきましてありがとうございます。 

  

あいさつ（省略） 

  

 それでは、令和２年９月総会の開会にあたりまして、喜多会長から挨

拶を申し上げます。 

 

 あいさつ（省略） 

  

 会長、ありがとうございました。 

 それでは、審議に入ります前に、まず配付の資料確認をお願いいたし

ます。 

  

資料確認（省略） 

  

 それでは、議事の進行につきましては、会長にお願いいたします。 

 

 今日の出席委員の皆さんは全員出席でございます。したがいまして、

農業委員会総会は成立しております。 

 議事録の署名委員の指名をしなければなりませんが、こちらのほうで

決めさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

        （異議なし） 

 

 では、こちらで決めさせていただきます。澤田康夫さん、米田五司さ

ん、お願いいたします。 

 それでは、審議のほうに入ります。 

 報告第１号、農地法第１８条の規定による通知について、事務局より

説明を願います。 

 

 報告第１号、農地法第１８条の規定による通知について。 

【報告第１号 １番を朗読後、説明】 

 以上でございます。 

 

 地元委員さん、説明をお願いいたします。 

 

 普賢寺の山下です。○○○○さんのほうは高齢により解約されました。
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会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

４ 番 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

６ 番 

問題はありません。 

 

 ありがとうございます。 

 今の報告に対しまして、何かご意見、ご異議はございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、報告第１号、農地法第１８条の規定による通知に

ついて受理決定をいたします。 

 

 続きまして、報告第２号、使用貸借権の解約による通知について事務

局より説明願います。 

 

 報告第２号、使用貸借権の解約による通知について。 

【報告第２号 １番を朗読後、説明】 

 以上でございます。 

 

 地元委員の方、説明をお願いします。 

 

 報告第２号、○○○○さんのほうがちょっと体が悪くされて、もう土

地を手放したいということで解約と聞いております。問題ないと思いま

す。 

 

 ありがとうございます。 

 今の件につきまして、ご意見、ご異議はございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、報告第２号、使用貸借権の解約による通知につい

て受理決定をします。 

 

 続きまして、報告第３号、農地法第３条の３の規定による届出につい

て事務局より報告願います。 

 

 報告第３号、農地法第３条の３の規定による届出について。 

【報告第３号 １番から２番を朗読後、説明】 

 以上でございます。 

 

 ＮＯ１について、地元委員さん、説明をお願いします。 

 

 地元の意見では問題ございません。 
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会長 

 

 

８ 番 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 ＮＯ２について、地元委員さんから。 

 

 別に問題なかったです。 

 

 ありがとうございます。 

 今、地元委員さんから１については特に問題ないということですが、

ほかに何かご意見、ご異議はございませんか。よろしいですか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、報告第３号、農地法第３条の３の規定による届出

について受理決定とします。 

 

 報告第４号、専決処分による報告（農地法第５条の規定による届出に

ついて）事務局より説明をお願いします。 

 

 報告第４号、専決処分による報告（農地法第５条の規定による届出に

ついて）。 

【報告第４号 １番から４番を朗読後、説明】 

 ＮＯ１、転用目的につきましては、普通車６台の露天駐車場でござい

ます。場所につきましては、ＪＲ三山木駅より北西へ約６５０メートル

のところにある市街化区域内の農地でございます。こちら受理通知年月

日につきましては、令和２年７月３１日でございます。 

 続きまして、ＮＯ２、転用目的につきましては、普通車８台の露天駐

車場でございます。場所につきましては、ＪＲ三山木駅より北西へ約

６５０メートルのところにある市街化区域内の農地でございます。こち

ら受理通知年月日につきましては、令和２年７月３１日でございます。 

 続きまして、ＮＯ３、転用目的につきましては、専用住宅１４戸の分

譲住宅用地でございます。場所につきましては、ＪＲ三山木駅より北西

へ約６５０メートルのところにある市街化区域内の農地でございます。

こちら受理通知年月日につきましては、令和２年７月３１日でございま

す。 

 続きまして、ＮＯ４、転用目的につきましては、専用住宅１４戸の分

譲住宅用地でございます。場所につきましては、ＪＲ三山木駅より北西

へ約６５０メートルのところにある市街化区域内の農地でございます。

こちら受理通知年月日につきましては、令和２年７月３１日でございま

す。 

 以上でございます。 
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会長 

 

 

６ 番 

 

 

会長 

 

６ 番 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

１ 番 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 地元委員さん、ＮＯ１、お願いします。 

 

 現場も見まして、問題はなかったので、判こを押させていただきまし

た。 

 

 続いて、ＮＯ２。 

 

 一緒です。ＮＯ２からＮＯ４も問題ないです。 

 

 問題ないということで。ありがとうございます。 

 今、１から４まで問題ないということですが、ほかに何かご意見、ご

異議ございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、報告第４号、専決処分による報告ということで、

受理決定をします。 

 

 続きまして、第１号議案、農地法第３条の規定による許可について。 

 石坂さん、ちょっと席を外してもらえませんか。 

 

（石坂委員退席） 

 

 事務局、説明をお願いします。 

 

 それでは、第１号議案、農地法第３条の規定による許可について。 

【第１号議案 １番から３番を朗読後、説明】 

 なお、これらの件につきましては、農地法第３条第２項の各号には該

当いたしませんので、許可要件は満たしているものと考えます。 

 以上でございます。 

 

本日の現地調査班で行ってもらった結果を報告を、班長の守本さんのほ

うからお願いします。 

 

 第１号議案の３番です。宮津下川原、一応現状を見てきましたんです

けれど、中に倉庫まがいの小屋があるんですけれど、基礎を固めて鉄骨

で柱はできておって、側壁があらへんのです。一応申請的に今の譲渡人

の方が申請されていないと思うんですけれど、事務局で確認していただ

いた上に、できていなければ、今度、譲受人の方に申請していただくと

いうことでお願いしたいなと思います。 
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会長 

 

 

１ 番 

 

 

 

会長 

 

 

３ 番 

 

 

会長 

 

 

 

３ 番 

 

 

会長 

 

３ 番 

 

会長 

 

４ 番 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 ありがとうございます。 

 ほんだら、続いてもう第２号議案も。 

 

 そうですね。２号議案の１、大住八河原です。一応ここの現状横で資

材置場として使っておられるので、それを拡張ということで、一応問題

ない場所であったんで、よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。 

それでは、第１号議案のＮＯ１の地元委員さん、説明をお願いします。 

 

 これにつきましては、一応○○○○さんに、本人に確認したところ、

異常なしということで問題ないということです。 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、第１号議案のＮＯ２について、大住の地元委員さん、説明

をお願いします。 

 

 これにつきましても、一応石坂委員より、地元として異常ないという

ことで。 

 

 問題ないということで。 

 

 はい。 

 

 ＮＯ３の宮津の下川原について。 

 

 ＮＯ３です。○○○○さんは、新規就農で頑張ってやってくれていま

すので、それで問題ないと思います。 

 

 第１号議案の１、２、３について、何かご意見、ご異議はございませ

んか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、第１号議案、農地法第３条の規定による許可につ

いて、受理決定をします。 

 石坂委員さん入ってください。 

 

（石坂委員退席） 
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会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

３ 番 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 第２号議案、農地法第５条の規定による許可について、事務局より説

明願います。 

 

 第２号議案、農地法第５条の規定による許可について。 

【第２号議案 １番を朗読後、説明】 

ＮＯ１、転用目的につきましては、建築資材を置く露天資材置場でご

ざいます。場所につきましては、ＪＲ大住駅より北西へ約１.４キロメー

トルのところで、区分につきましては、甲種農地第１種、２種及び第３

種のいずれの要件にも該当しない農地であり、農業公共投資の対象とな

っていない小集団の生産性の低い農地に該当すると考えられるため、第

２種農地に準拠すると考えられます。 

 被害防除策につきましては、ブロック塀の設置等により土砂の流出を

防止、雨水につきましては東側既設側溝に排水します。汚水、生活雑排

水につきましては発生しません。 

 綴喜西部土地改良区につきましては、手続済みでございます。 

 なお、こちらの案件につきましては、農地法第５条第２項の不許可の

要件には該当しないため、許可相当であると考えます。 

 以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 地元委員さん、説明をお願いします。 

 

 これにつきましては、隣地承諾及び９月５日の開発委員会を経て、一

応全てオーケーということで、地元の許可も出ました。 

 

 ありがとうございました。 

 第２号議案、農地法第５条の規定よる許可について、何かご意見、ご

異議はございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、第２号議案、農地法第５条の規定による許可につ

いて受理決定をします。 

 

 次に第３号議案、地目変更の届出について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 第３号議案、地目変更の届出について。 

【第３号議案 １番を朗読後、説明】 

 以上でございます。 
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会長 

 

 

１ 番 

 

 

会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

職務代理 

 

会長 

 

 

 ありがとうございます。 

 地元委員さん、説明をお願いします。 

 

 大住時子林、もう一筆あって２筆です。一応別に地元としては問題は

ないんで、よろしくお願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 何かご意見、ご異議ございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

 ないようですので、第３号議案、地目変更の届出について、受理決定

をします。 

 審議のほうは以上でございます。 

 こちらのほうの審議は、ほかには特にはありませんので、農業委員会

総会のほうはここで一旦閉めさせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 慎重審議ありがとうございました。 

 閉会に当たりまして、澤田職務代理者ご挨拶をよろしくお願いいたし

ます。 

  

あいさつ（省略） 

 

 本日はお疲れさまでした。 

 

～閉会～ 

 

 


